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東京都北区王子本町1丁目15番22号
TEL（3908）1111（大代表）

243号  目次
代表質問���������������2・3
議決した議案等����������4
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今回の写真は 　平成25年第２回定例会は、６月12日に招集され、
20日間の会期で７月１日に閉会しました。
　６月12日、４名の議員が財政・福祉・教育・都
市問題など当面する区政の課題について代表質問を
行いました。
　今回、区長から提出された議案等15件、陳情１
件を議決しました。

○平成25年度一般会計補正予算（第１号）を可決しました

○東京都北区子ども・子育て会議条例を可決しました

第 ２ 回 定 例 会

赤羽スポーツの森公園競技場は、平成22年に
オープンし、サッカーをはじめとして、フット
サル、グランドゴルフなどで利用できる、人工
芝の競技場です。本年９月から10月にかけて
開催される、スポーツ祭東京2013デモンス
トレーションとしてのスポーツ行事「少年少
女スポーツサッカー」の会場となります。
赤羽西5−2−27

赤羽スポーツの森公園競技場
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2

各会派の代表質問

3

保
育
園
の
整
備
が
急
務
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
中
・

長
期
的
に
わ
た
る
計
画
も
含
め

た
今
後
の
待
機
児
童
対
策
は
。

　
　

保
育
需
要
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
た
め
27
年
４
月
開
設
の
保

育
所
の
公
募
、
私
立
保
育
所
の

誘
致
、
保
育
所
定
員
の
拡
大
等

に
努
め
る
。
今
後
民
間
の
力
を

活
用
し
て
多
様
な
保
育
サ
ー
ビ

ス
を
拡
大
整
備
し
て
い
く
。

　
　
フ
ァ
ミ
リ
ー
世
帯
誘
致
と
、

待
機
児
童
対
策
は
大
き
な
相
関

性
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。

区
内
外
に
向
け
た
積
極
的
な
広

報
、
保
育
園
整
備
等
子
育
て
支

援
策
の
更
な
る
拡
充
を
。

　
　

今
後
も
待
機
児
童
解
消
を
始

め
と
す
る
取
組
み
に
つ
い
て
、

積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と
も
に
、

子
育
て
支
援
策
の
充
実
に
努
め
、

「
子
育
て
す
る
な
ら
北
区
が
一

番
」
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し

て
い
く
。

答問答
化
財
は
、
次
世
代
へ
の
長
期
に

わ
た
る
保
護
の
あ
り
方
が
問
わ

れ
て
お
り
、
継
承
に
は
区
の
支

援
が
必
要
で
あ
る
。
体
制
づ
く

り
に
区
も
関
わ
る
べ
き
。

　
　

現
在
は
補
助
金
の
交
付
、
練

習
場
の
確
保
へ
の
協
力
等
の
支

援
に
努
め
て
い
る
。
北
区
文
化

財
保
護
審
議
会
で
の
論
議
を
踏

ま
え
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
護
、

継
承
に
向
け
て
、
よ
り
よ
い
支

援
の
実
現
に
努
め
て
い
く
。

　
　
※
骨
髄
バ
ン
ク
※
ド
ナ
ー
の

真
心
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

支
え
る
た
め
、
各
課
で
連
携
し
、

骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ
ー
支
援
を
行

っ
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
事
業
の

周
知
を
図
っ
て
ほ
し
い
。

　
　

国
や
東
京
都
の
動
き
を
把
握

し
、
支
援
策
を
研
究
、
検
討
し

て
い
く
。
ま
た
、
保
健
所
で
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布
の
際
や
、

区
内
で
の
ド
ナ
ー
登
録
の
際
に
、

事
業
の
周
知
を
図
っ
て
い
く
。

答問答

金
債
権
信
託
制
度
の
活
用
を
。

　
　

公
共
工
事
代
金
債
権
信
託
制

度
は
、
区
部
で
は
平
成
21
年
度

か
ら
導
入
さ
れ
て
お
り
、
早
期

の
活
用
に
向
け
て
準
備
を
進
め

て
い
く
。

　
　
北
区
の
広
報
に
必
要
な
の
は
、

全
体
を
統
括
で
き
る
専
門
知
識

と
ア
イ
デ
ア
、
行
動
力
を
持
っ

た
民
間
の
力
だ
と
考
え
る
。
早

急
な
広
報
体
制
の
強
化
が
必
要

だ
と
思
う
が
、
ど
う
か
。
ま
た

広
報
課
と
各
課
、
観
光
協
会
と

の
連
携
体
制
に
つ
い
て
、
今
後

の
ビ
ジ
ョ
ン
は
。

　
　

外
部
人
材
活
用
等
、
他
自
治

体
の
取
り
組
み
を
研
究
し
、
北

区
に
合
う
手
法
を
考
え
て
い
く
。

ま
た
、
広
報
課
、
関
係
各
課
、

現
在
設
立
を
検
討
し
て
い
る
観

光
協
会
が
十
分
連
携
し
、
北
区

の
魅
力
を
広
く
発
信
し
て
い
く
。

　
　
待
機
児
童
対
策
へ
の
迅
速
な

対
応
は
評
価
す
る
が
、
更
な
る

答問答問
の
貸
し
出
し
等
、
一
元
的
に
管

理
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
。　

　
　

学
校
と
公
共
施
設
を
合
築
す

る
場
合
、
学
校
施
設
部
分
は
教

育
委
員
会
及
び
学
校
長
が
教
育

財
産
と
し
て
管
理
す
る
。
学
校

の
事
務
負
担
を
軽
減
し
、
有
効

的
・
効
率
的
に
地
域
活
動
に
活

用
す
る
に
は
、
一
体
的
な
貸
し

出
し
が
望
ま
し
い
。
具
体
的
な

方
策
は
早
急
に
検
討
す
る
。　

　
　

学
校
給
食
費
を
私
費
会
計
に

す
る
か
公
会
計
に
す
る
か
は
市

区
町
村
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
。
公
会
計
化
へ
の
動
き
に

つ
い
て
の
認
識
は
。

　
　

給
食
費
の
公
会
計
化
は
、
都

教
職
員
の
負
担
軽
減
、
給
食
予

算
の
安
定
的
な
確
保
と
い
っ
た

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
公
会
計
に

移
行
し
て
い
る
自
治
体
が
あ
る

こ
と
も
認
識
し
て
い
る
。
今
後

も
調
査
、
研
究
を
行
っ
て
い
く
。

　
　

白
酒
祭
り
等
の
無
形
民
俗
文

答問答問

ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て
ほ
し
い
。

　
　

各
駅
の
特
性
に
合
わ
せ
、
大

規
模
開
発
の
動
き
や
地
元
の
機

運
の
醸
成
を
見
極
め
、
適
切
な

時
期
に
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を

進
め
て
い
く
。

　
　
区
民
が
よ
り
安
全
に
暮
ら
せ

る
防
災
都
市
北
区
を
目
指
し
て
、

※
不
燃
化
特
区
制
度
を
利
用
し

た
木
密
地
域
解
消
事
業
の
着
実

な
推
進
や
、※
特
定
整
備
路
線
の

整
備
等
、
東
京
都
と
連
携
し
た

防
災
ま
ち
づ
く
り
の
取
組
み
の

一
層
の
強
化
を
。

　
　

不
燃
化
特
区
の
指
定
、
特
定

整
備
路
線
の
具
体
的
な
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
の
検
討
等
、
東
京
都
と

十
分
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

防
災
ま
ち
づ
く
り
に
全
力
で
取

組
ん
で
い
く
。

　
　
区
内
中
小
企
業
に
は
、
実
体

経
済
が
好
転
す
る
ま
で
の
支
援

が
必
要
で
あ
る
。
資
金
繰
り
支

援
の
観
点
か
ら
、※
公
共
工
事
代

答問答問
と
い
っ
た
観
点
か
ら
見
直
し
を

検
討
し
た
い
。

　
　

地
域
振
興
室
は
地
域
発
展
の

原
動
力
と
な
っ
て
ほ
し
い
が
、

そ
の
役
割
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

ま
た
、
地
域
振
興
室
の
会
議
室

や
ふ
れ
あ
い
館
の
高
齢
者
福
祉

コ
ー
ナ
ー
の
空
き
時
間
を
貸
し

出
し
て
は
ど
う
か
。

　
　

地
域
振
興
室
は
、
区
政
情
報

の
発
信
や
地
域
の
情
報
収
集
に

努
め
、
最
も
身
近
な
窓
口
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

地
域
振
興
室
の
会
議
室
は
他
の

施
設
と
の
複
合
化
や
会
議
室
の

あ
り
方
の
検
討
が
、
ふ
れ
あ
い

館
の
高
齢
者
福
祉
コ
ー
ナ
ー
は

利
用
状
況
や
有
効
活
用
の
観
点

か
ら
多
目
的
利
用
の
検
討
等
、

役
割
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

　
　

学
校
施
設
の
公
平
で
有
効
な

活
用
に
つ
い
て
、
財
産
の
区
分

と
管
理
を
ど
の
よ
う
に
考
え
活

用
す
る
の
か
。
ま
た
学
校
施
設

問答問

し
て
早
急
に
結
論
を
出
し
た
い
。

　
　
北
区
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
２
０
１
０
に
基
づ
き
、
区

内
各
駅
周
辺
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
を
進
め
、
に
ぎ
わ
い
の
拠

点
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
王

子
、
田
端
、
十
条
、
東
十
条
の

各
駅
周
辺
を
中
心
に
魅
力
あ
る

問
格
調
査
基
準
価
格
の
見
直
し
を

行
っ
た
。
国
の
対
策
と
連
動
し

た
区
の
対
応
に
つ
い
て
は
。

　
　

区
で
は
最
低
制
限
価
格
を
設

け
、
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た

履
行
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。

最
低
制
限
価
格
の
範
囲
を
少
し

上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、

答

　
　

王
子
駅
周
辺
は
、
商
業
機

能
・
業
務
機
能
の
活
性
化
に
向

け
て
大
き
な
可
能
性
を
持
っ
た

エ
リ
ア
だ
が
、
現
状
で
は
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
十
分
に
生
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
王
子
駅
周
辺
の
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
を
早
急
に
作
成
し
、

再
開
発
を
進
め
て
い
く
べ
き
。

　
　

本
年
度
、
王
子
駅
周
辺
の
将

来
像
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
ま
ち

づ
く
り
基
本
構
想
の
策
定
に
取

組
ん
で
い
る
。
駅
周
辺
の
魅
力

や
価
値
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
全

力
で
取
組
ん
で
い
く
。

　
　
新
庁
舎
の
具
体
的
な
場
所
を

決
定
す
る
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
が

来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
今

後
土
地
価
格
の
上
昇
も
考
え
ら

れ
る
状
況
で
、
印
刷
局
王
子
工

場
の
土
地
を
取
得
す
る
の
は
今

が
チ
ャ
ン
ス
で
は
な
い
か
。

　
　

庁
舎
の
建
替
え
も
含
め
総
合

的
に
検
討
し
、
議
会
と
も
相
談

問答問答
　
　

王
子
再
開
発
の
地
域
に
つ
い

て
、
ど
こ
ま
で
の
エ
リ
ア
を
考

え
て
い
る
か
。
ま
た
庁
舎
の
建

設
位
置
と
し
て
印
刷
局
王
子
工

場
の
一
部
を
取
得
す
る
こ
と
も

検
討
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

　
　

エ
リ
ア
と
し
て
は
王
子
駅
、

サ
ン
ス
ク
エ
ア
、
印
刷
局
王
子

工
場
を
含
む
Ｊ
Ｒ
、
明
治
通
り
、

都
電
で
囲
ま
れ
た
範
囲
を
中
心

に
考
え
て
い
る
。
庁
舎
の
建
設

位
置
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検

討
し
、
時
期
を
逸
す
る
こ
と
な

く
早
急
に
結
論
を
出
し
た
い
。

　
　

区
有
地
等
資
産
売
却
に
つ
い

て
基
本
的
な
ル
ー
ル
や
売
却
収

入
を
ど
う
使
う
か
に
つ
い
て
の

見
え
る
化
が
必
要
と
考
え
る
が
。

　
　

歳
入
の
使
い
道
は
、
中
・
長

期
的
な
財
政
運
営
を
考
慮
し
な

が
ら
決
め
て
い
る
。
今
後
、
情

報
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
も
工

夫
し
て
い
く
。

　
　

国
が
直
轄
工
事
で
低
入
札
価

問答問答問

北区の更なる発展を目指して
まちづくり、子育て支援強化を

自由民主党議員団
小野田　紀美

王子のまちづくりと庁舎建設
指定無形民俗文化財の保護

公明党議員団
青木　博子

国立印刷局王子工場北区役所第１庁舎

代表質問は、交渉団体会派（所属議員４名以上）の議員が行います。
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くぎかいだより

3

各会派の代表質問

　
　

区
立
中
学
校
新
築
工
事
に
か

か
わ
る
贈
収
賄
事
件
で
、
職
員

と
事
業
者
が
逮
捕
さ
れ
、
そ
の

後
、
処
分
保
留
の
ま
ま
釈
放
さ

れ
た
が
、
新
た
な
仕
組
み
づ
く

り
等
、
入
札
制
度
の
抜
本
的
改

善
を
ど
う
進
め
る
の
か
。

　
　

新
た
に
設
置
し
た
「
契
約
・

入
札
制
度
検
討
部
会
」
に
お
い

て
検
討
を
重
ね
て
お
り
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
、
更
に
公
正
な

契
約
・
入
札
制
度
へ
と
改
善
を

図
っ
て
い
く
。

　
　

旧
北
園
小
学
校
の
跡
地
活
用

に
つ
い
て
、
住
民
の
意
見
を
計

画
に
き
ち
ん
と
反
映
で
き
る
仕

組
み
を
つ
く
り
、
計
画
を
具
体

化
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
。

　
　

高
齢
者
住
宅
等
を
整
備
す
る

と
と
も
に
、
特
養
や
保
育
所
を

誘
導
す
る
予
定
だ
が
、
地
域
交

流
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
意

見
も
聞
き
な
が
ら
、
公
募
要
項

の
中
で
検
討
し
て
い
く
。

問答問答
の
対
策
で
は
な
い
か
。

　
　

区
で
は
教
育
指
導
員
等
の
派

遣
を
通
じ
、
授
業
力
の
向
上
に

努
め
て
い
る
。
更
に
区
独
自
の

教
員
顕
彰
制
度
、
指
導
教
諭
を

活
用
し
、
指
導
技
術
の
向
上
策

を
進
め
て
い
く
。
ま
た
民
間
セ

ミ
ナ
ー
等
は
、
参
加
し
や
す
い

条
件
整
備
を
進
め
て
い
く
。

　
　

政
府
の
教
育
再
生
実
行
会
議

の
提
言
の
、「
道
徳
の
時
間
が

い
じ
め
問
題
解
決
に
寄
与
で
き

な
か
っ
た
の
は
教
科
で
は
な
い

た
め
、
授
業
が
お
ざ
な
り
に
さ

れ
た
、
指
導
方
法
も
確
立
し
な

い
ま
ま
学
校
任
せ
に
し
て
き

た
」
と
の
指
摘
に
つ
い
て
、
ど

う
考
え
る
か
。

　
　

道
徳
の
時
間
は
、
学
校
の
全

教
育
活
動
を
通
じ
て
行
わ
れ
る

大
切
な
学
び
の
場
で
あ
る
と
考

え
る
。
区
で
は
全
学
級
で
年
間

35
時
間
の
時
数
確
保
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

答問答

所
増
設
を
基
本
に
あ
ら
ゆ
る
手

立
て
を
つ
く
し
、
国
や
東
京
都

に
遊
休
地
等
の
提
供
を
求
め
、

整
備
す
べ
き
。

　
　

認
可
保
育
所
の
定
員
拡
大
を

基
本
と
す
る
方
針
の
も
と
待
機

児
ゼ
ロ
に
向
け
た
整
備
を
進
め

て
い
く
。
ま
た
、
国
、
東
京
都

に
対
し
情
報
提
供
を
求
め
、
適

地
に
つ
い
て
そ
の
活
用
を
要
請

し
て
い
く
。

　
　

サ
ポ
ー
ト
医
を
増
や
し
て
の
、

高
齢
者
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
と

の
連
携
強
化
に
よ
る
仕
組
み
づ

く
り
の
強
化
と
、
在
宅
療
養
ベ

ッ
ド
の
確
保
を
求
め
る
。

　
　

４
月
よ
り
サ
ポ
ー
ト
医
を
赤

羽
圏
域
に
１
名
増
員
し
た
。
各

圏
域
の
情
報
交
換
会
等
を
通
じ

て
、
顔
の
見
え
る
連
携
づ
く
り

に
取
組
ん
で
い
く
。
在
宅
療
養

中
の
高
齢
者
の
ベ
ッ
ド
確
保
は

「
在
宅
療
養
後
方
支
援
病
床
検

討
部
会
」
で
検
討
し
て
い
く
。

答問答
員
を
派
遣
し
て
研
修
さ
せ
る
こ

と
等
も
検
討
し
て
い
く
。

　
　

全
国
の
自
治
体
が
児
童
・
生

徒
の
学
力
向
上
策
を
試
み
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
施
策
の
良
い
と

こ
ろ
を
取
入
れ
、
北
区
の
子
ど

も
た
ち
の
学
力
が
ア
ッ
プ
す
る

よ
う
に
努
力
し
て
ほ
し
い
。

　
　

区
で
は
「
学
び
拓
く
北
区
人

事
業
」
と
し
て
、
全
国
的
に
注

目
さ
れ
る
独
自
の
学
力
向
上
策

を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

充
実
を
図
り
つ
つ
、
他
自
治
体

の
先
進
的
取
組
み
か
ら
学
び
、

子
ど
も
た
ち
の
更
な
る
学
力
向

上
に
努
め
て
い
く
。

　
　

区
は
若
手
教
員
育
成
の
た
め
、

通
所
研
修
、
校
内
研
修
に
加
え
、

教
員
に
教
育
指
導
員
を
決
め
、

年
２
回
以
上
、
直
接
指
導
を
受

け
る
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
こ

れ
で
十
分
と
考
え
て
い
る
か
。

ま
た
、
民
間
セ
ミ
ナ
ー
に
若
手

教
員
を
派
遣
す
る
こ
と
も
１
つ

問答問

国
保
へ
の
都
独
自
の
支
援
を
320 

億
円
か
ら
43
億
円
ま
で
減
ら
し

た
。
都
独
自
の
財
政
支
援
を
増

額
す
る
よ
う
都
知
事
に
求
め
よ
。

　
　

全
国
市
長
会
で
、
特
に
低
所

得
者
層
に
対
す
る
負
担
軽
減
策

の
拡
充
・
強
化
を
決
議
し
、
そ

の
実
施
を
国
に
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
東
京
都
と
協
力
し
な
が

ら
、
国
に
要
請
し
て
い
る
。

　
　

本
年
４
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た

新
町
光
陽
苑
に
は
、※
多
床
室
が

24
人
分
つ
く
ら
れ
、
大
変
喜
ば

れ
て
い
る
。
東
京
都
に
、
用
地

確
保
に
対
す
る
財
政
支
援
を
引

き
続
き
求
め
、
特
養
の
整
備
を

推
進
す
べ
き
。

　
　

該
当
す
る
都
有
地
が
あ
れ
ば
、

積
極
的
に
活
用
し
、
可
能
な
限

り
、
多
床
室
を
含
め
た
特
養
の

整
備
が
で
き
る
よ
う
、
東
京
都

に
求
め
て
い
く
。

　
　
「
待
機
児
ゼ
ロ
」
を
確
実
な

も
の
と
す
る
た
め
、※
認
可
保
育

答問答問
を
対
象
に
平
成
26
年
度
か
ら
段

階
的
に
取
組
む
と
の
基
本
方
向

が
確
認
さ
れ
た
。
国
の
動
向
を

注
視
し
、
対
応
し
て
い
く
。

　
　

全
国
で
学
校
給
食
費
無
料
化

の
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。
北

区
も
学
校
給
食
費
に
限
り
、
就

学
援
助
認
定
の
基
準
を
順
次
上

げ
て
い
く
等
、
無
料
化
に
向
け

て
舵
を
切
っ
て
も
ら
い
た
い
。

　
　

経
済
的
に
困
難
な
状
況
に
あ

る
家
庭
に
は
必
要
な
支
援
を
行

っ
て
い
る
。
給
食
の
実
施
に
あ

た
り
、
区
は
設
備
の
維
持
管
理
、

調
理
に
か
か
る
経
費
等
を
負
担

し
て
お
り
、
食
材
費
に
つ
い
て

は
保
護
者
に
負
担
し
て
も
ら
い

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　

毎
年
全
国
学
力
テ
ス
ト
に
お

い
て
上
位
の
秋
田
県
と
、
豊
島

区
や
各
道
県
が
教
員
相
互
派
遣

事
業
を
行
っ
て
い
る
。
北
区
も

検
討
し
て
は
ど
う
か
。

　
　

今
後
は
先
進
的
な
地
域
に
教

問答問答

こ
と
か
ら
、
消
費
税
大
増
税
計

画
の
撤
回
を
国
に
求
め
よ
。

　
　

消
費
税
の
引
き
上
げ
は
、
経

済
情
勢
を
見
極
め
て
判
断
す
る

も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、

国
に
お
い
て
適
切
な
判
断
が
さ

れ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

　
　

東
京
都
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、

答問
　
　

政
府
は
幼
児
教
育
無
償
化
に

関
す
る
関
係
閣
僚
・
与
党
実
務

者
連
絡
会
議
を
開
催
し
、
幼
児

教
育
無
償
化
に
向
け
一
歩
踏
み

出
し
た
。
国
の
施
策
に
、
区
独

自
の
子
育
て
支
援
策
と
し
て
の

上
積
み
を
考
え
て
ほ
し
い
。

　
　

無
償
化
に
つ
い
て
、
５
歳
児

問答

　
　

一
九
八
六
年
に
「
北
区
平
和

都
市
宣
言
」を
発
表
し
、「
軍
都
」

か
ら
「
平
和
都
市
北
区
」
を
め

ざ
す
歩
み
は
、
区
と
区
民
の
誇

る
べ
き
歴
史
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
、
憲
法
９
条
を
守
る

区
長
の
決
意
は
。

　
　

平
和
を
希
求
す
る
区
の
平
和

都
市
宣
言
は
、
全
て
の
区
民
の

願
い
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
も
、
真
の
平
和
と
安
全
を

実
現
す
る
た
め
、
引
き
続
き
努

力
し
て
い
く
。

　
　

橋
下
大
阪
市
長
の
「
慰
安
婦

制
度
は
必
要
だ
っ
た
」
と
い
う

発
言
に
つ
い
て
、
区
長
の
見
解

と
認
識
は
。

　
　

従
軍
慰
安
婦
問
題
は
、
国
の

外
交
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、

国
に
お
い
て
適
切
に
対
応
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
　

こ
の
時
期
の
消
費
税
引
き
上

げ
実
施
は
、
区
民
生
活
を
脅
か

し
、
景
気
回
復
に
も
逆
行
す
る

問答問答問
　
　

区
職
員
が
収
賄
容
疑
で
逮
捕

さ
れ
、
そ
の
後
、
処
分
保
留
で

釈
放
さ
れ
た
。
区
は
職
員
の
逮

捕
を
受
け
、
汚
職
防
止
研
修
等

の
取
組
み
を
示
し
た
が
、
そ
の

後
ど
の
よ
う
に
検
討
し
た
か
。

　
　

具
体
的
に
は
、
契
約
・
入
札

制
度
検
討
部
会
を
設
置
、
汚
職

防
止
研
修
を
実
施
、
職
員
倫
理

規
程
の
制
定
、
６
月
１
日
に
施

行
し
た
。
今
後
と
も
汚
職
防
止

に
、
全
庁
を
挙
げ
て
積
極
的
に

取
組
ん
で
い
く
。

　
　

こ
れ
ま
で
入
札
制
度
の
改
善

を
求
め
続
け
て
き
た
。
先
進
事

例
も
参
考
に
思
い
切
っ
た
改
善

策
を
ま
と
め
実
施
し
て
ほ
し
い
。

　
　

公
正
な
契
約
・
入
札
制
度
の

確
立
は
重
要
課
題
で
あ
り
、
現

在
新
た
に
設
置
し
た
契
約
・
入

札
制
度
検
討
部
会
で
検
討
を
重

ね
て
い
る
。
先
進
事
例
も
参
考

に
、
公
正
な
契
約
・
入
札
制
度

を
目
指
し
て
取
組
ん
で
い
く
。

問答問答

憲法９条を守る区長の決意を問う
医療介護連携のさらなる促進を

日本共産党北区議員団
さがら　としこ

職員の綱紀粛正と入札制度改革を
幼児教育と学校給食費の無料化を

民主あすか区民クラブ
山中　邦彦

新町光陽苑の多床室区立幼稚園の様子

※はP.4に解説を掲載しています。
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議決した議案等

5

代

表

質

問

用

語

解

説

※�

ド
ナ
ー

　

臓
器
・
骨
髄
移
植
に
お
け

る
、
臓
器
・
骨
髄
の
提
供
者
。

３
ペ
ー
ジ

※
多
床
室

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
に
お
い
て
、
相
部
屋
と
な

っ
て
い
る
タ
イ
プ
の
居
室
。

※
認
可
保
育
所

　

施
設
の
広
さ
、
保
育
士
等

の
職
員
数
、
給
食
設
備
、
防

災
管
理
、
衛
生
管
理
な
ど
、

都
道
府
県
等
が
条
例
で
定
め

た
設
置
基
準
を
満
た
し
、
都

道
府
県
知
事
に
認
可
さ
れ
た

保
育
所
。

議 案 名 概 要 自 公 共 民 北 社 議決
結果

第
２
回
定
例
会

区
長
提
出
議
案
等

条
例

東京都北区子ども・子育て会議条例
子ども・子育て支援法第77条第１項の規定に基づき、東京都北
区子ども・子育て会議を設置し、その組織及び運営に関し必要な
事項を定める

○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

東京都北区立元気ぷらざ条例の一部を改正する条例 使用者が区民以外である場合の元気ぷらざ集会室の使用料を規
定する ○ ○ × ○ ○ ○ 可

決

東京都北区特別区税条例の一部を改正する条例 延滞金の割合等の特例の見直し、区民税の住宅借入金等特別税
額控除の延長及び拡充その他規定の整備等を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

決

東京都北区立学校設置条例の一部を改正する条例 東京都北区立滝野川紅葉中学校の位置を変更する ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

東京都北区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

学校医等の公務災害補償に係る補償基礎額及び介護補償額の改
定を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

決

そ
の
他

災害用浄水装置の購入契約 契約相手：星野総合商事株式会社　東京営業所　
契約金額：2,571万4,500円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

決

滝野川紅葉中学校新築に伴う既製什器備品等の購入契約 契約相手：株式会社ノエス　
契約金額：7,768万4,250円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

決

赤羽岩淵中学校新築に伴う厨房機器の購入契約 契約相手：株式会社アイホー　東京支店　
契約金額：5,351万8,500円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

決

新河岸東公園拡張整備工事（その６）請負契約 契約相手：日比谷・日本製紙建設共同企業体　
契約金額：４億3,050万円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

決
中央公園文化センター耐震補強及び昇降機設置等改修工
事請負契約

契約相手：株式会社岩本組　
契約金額：２億1,630万円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

決
東京都北区立王子本町保育園の指定管理者の指定につい
て 指定管理者の名称：社会福祉法人ゆうゆう ○ ○ ○ ○ ○ × 可

決
東京都北区立浮間さくら草保育園の指定管理者の指定に
ついて 指定管理者の名称：社会福祉法人聖華 ○ ○ ○ ○ ○ × 可

決

土地、建物の処分について 旧区民保養所はこね荘の土地、建物等を売却する ○ ○ × ○ ○ × 可
決

東京都北区教育委員会委員任命の同意について 森下淑子氏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同
意

予
算平成25年度東京都北区一般会計補正予算（第１号） 歳入歳出予算：10億1,548万2,000円の増 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

決

議 案 名 概 要 自 公 共 民 北 社 議決
結果

※採決時は、議長（自由民主党議員団）を除きます。� 〇：賛成　×：反対　▲：棄権退場

会派名と議員数　�自：自由民主党議員団（14）　 公：公明党議員団（10）　 �共：日本共産党北区議員団（9）　 民：民主あすか区民クラブ（7）�
北：北区みんなの党・維新の会議員団（2） 　社：新社会党議員団（1）

２
ペ
ー
ジ

※
不
燃
化
特
区
制
度

　

木
造
住
宅
密
集
地
域
の
う

ち
、
特
に
改
善
を
必
要
と

す
る
地
区
に
つ
い
て
、
従
来

よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
取
組
み

を
行
う
区
の
申
請
に
基
づ
き
、

都
が
不
燃
化
特
区
に
指
定
し

特
別
の
支
援
を
行
う
も
の
。

※�

特
定
整
備
路
線

　

災
害
時
に
特
に
甚
大
な
被

害
が
想
定
さ
れ
て
い
る
木

造
住
宅
密
集
地
域
に
お
い
て
、

市
街
地
の
延
焼
を
遮
断
し
、

災
害
時
に
避
難
や
救
援
活
動

の
空
間
と
も
な
る
防
災
上
の

効
果
の
高
い
都
市
計
画
道
路
。

※�

公
共
工
事
代
金
債
権
信
託

制
度

　

公
共
工
事
を
受
注
・
施
工

し
て
い
る
中
小
・
中
堅
元
請

業
者
が
、
発
注
者
の
承
諾
を

得
て
工
事
代
金
債
権
を
新
銀

行
東
京
に
譲
渡
す
る
こ
と
に

よ
り
、
運
転
資
金
を
安
定
的

に
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
制
度
。

※
骨
髄
バ
ン
ク

　

骨
髄
移
植
に
際
し
、
患
者

と
提
供
者
の
組
織
適
合
性
抗

原
の
適
合
率
を
高
め
る
た
め
、

提
供
希
望
者
の
組
織
適
合
性

抗
原
を
登
録
す
る
機
関
。
平

成
３
年
骨
髄
移
植
推
進
財
団

と
し
て
発
足
。
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くぎかいだより

用　　語 解　　説

あ

委員会
（いいんかい）

議案その他の議決事項は、本会議で決定されますが、本
会議での審議を効率的に行うため、少人数の議員で構成
する委員会を設け、議案などを専門的・能率的に審査し
ています。委員会には、本会議から付託された議案や請
願を審査する『常任委員会』と、議会の円滑な運営を図る
ための『議会運営委員会』があります。また、必要に応じ
て設置される『特別委員会』もあります。

委員会付託
（いいんかいふたく）

本会議に提案された議案などについて、所管の委員会に
審査を委ねることをいいます。

委員長報告
（いいんちょうほうこく）

委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にす
るとき、委員長が委員会での審査経過及び結果について
報告することをいいます。

意見書
（いけんしょ）

地方自治法第99条の規定に基づき、区議会が区の公益
に関することについて、国会、国、県などの関係行政庁に
対して提出する、議会の意思を意見としてまとめた文書
のことをいいます。

一般会計
（いっぱんかいけい）

地方公共団体の基本的な経費を網羅的に計上した会計
で、特別会計に計上される経費を除くすべての経費を処
理することとされています。

一般質問
（いっぱんしつもん）

広く区政に関し、報告や説明を求めたり、疑問をただし
たりすることをいいます。
北区議会では、交渉団体会派に30分以内で認められる
代表質問と、議員個人に20分以内で認められる個人質
問の２種類があります。

か

開会
（かいかい）

議会を法的に活動できる状態にすることをいいます。

会期
（かいき）

議会が会議を行う期間（開会日から閉会日まで）のこと
で、本会議開会後に議決により決定します。

開議
（かいぎ）

その日の会議を開くことをいいます。なお、その日の議
事日程に記載された事件を全て議了し、その日の会議を
閉じることを散会といいます。

会議録署名議員
（かいぎろくしょめいぎいん）

本会議の内容をすべて記録した公文書である会議録に、
議長とともに署名する議員のことをいいます。会議の都
度、議長が２名の議員を指名しています。

会派
（かいは）

区議会では、所属する政党や主義・主張を同じくする議
員が会派を結成し、活動しています。北区議会では、１人
でも会派を結成できます。なお、４人以上の所属議員を
有する会派を交渉団体会派といい、代表質問を行うこと
などが認められています。

議案
（ぎあん）

議会の議決を得るために、区長や議員及び委員会が提出
する案件を議案といいます。

議決
（ぎけつ）

議会で、議案などに対する可否（賛否）を決定すること
で、意思決定の内容により、次のような種類があります。
・可決（⇔否決）　：『予算、条例、契約、意見書、決議、その
他』に関する議案
・認定（⇔不認定）：『決算』に関する議案
・承認（⇔不承認）：『専決処分』に関する議案
・同意（⇔不同意）：『人事案件』に関する議案

休会
（きゅうかい）

会期中に一定の期間、休日、議案調査や委員会開催等の
ために本会議が開かれず、休止している状態にあること
をいいます。

継続審査
（けいぞくしんさ）

会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な
場合に、議会の議決によって、閉会中も引き続き委員会
で審査・調査を行うことです。

決議
（けつぎ）

法の規定はありませんが、議会の意思を内外に表明する
ことをいいます。

さ

採決
（さいけつ）

議長が本会議で表決（議員が案件に対して賛否の意思を
表明すること）をとる行為のことをいい、委員会の場合
は委員長が表決をとる行為のことをいいます。

採択
（さいたく）

請願・陳情に対し、議会がその内容を審議して賛同の意
思決定をすることをいいます。（⇔不採択）

質疑
（しつぎ）

議案等に関し、討論、採決の前に、賛否又は修正等の態度
決定が可能となるよう、不明確な点をただすことをいい
ます。

用　　語 解　　説

さ

執行機関
（しっこうきかん）

区長、行政委員会（教育委員会、選挙管理委員会）、行政委
員（監査委員）など、行政の仕事を行う機関のことです。

上程
（じょうてい）

本会議で議題として取り扱うことをいいます。

条例
（じょうれい）

地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法の
ことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決に
より成立し、長の公布により効力が生じます。条例案の
議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。

除斥
（じょせき）

議会における審議の公平を期すため、議題になった案件
と一定の利害関係にある議員を審議に参加できないよ
うにすることをいいます。

審議
（しんぎ）

本会議の付議事件について、説明を聴き、質疑し、討論を
し、表決する一連の過程のことをいいます。

審査
（しんさ）

委員会において、付託を受けた議案、請願等を討議し、委
員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。

請願・陳情
（せいがん・ちんじょう）

住民の皆様が直接区議会に意見や要望できる制度です。
議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情と
いいます。

専決処分
（せんけつしょぶん）

議会が議決しなければならない事項を、区長が代わって
意思決定をすることです。時間的に議会の招集を待てな
い緊急な場合などにできることになっています。特別な
場合を除き、専決処分後に、議会に報告し承認を求める
議案の提出が必要です。

た

追加議案
（ついかぎあん）

議案は通常、議会の開会日に提出、上程されますが、この
後会期中に追加して提出、上程される議案のことをいい
ます。

定足数
（ていそくすう）

議会において、有効に議題を審議し、決定するために必
要とされる出席者の数のことをいいます。地方自治法に
おいて、議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しな
ければ、会議を開くことができないとされています。

定例会
（ていれいかい）

付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会
のことをいいます。地方自治法により毎年（1月1日～
12月31日）、条例で定める回数を招集することとなって
おり、北区議会では条例で年４回と定めています。

動議
（どうぎ）

主に会議の進行や手続きに関し、議員から議会に対し
て、または委員から委員会に対してなされる提議で議会
または委員会の議決を経るべきものをいいます。原案に
対する修正の動議等は、案を備え文書で議長に提出する
こととなっていますが、口頭で行われることもありま
す。

答弁
（とうべん）

本会議や委員会などで、議員の質疑、質問に対して区長
や教育長、その委任を受けた関係部長などが回答や説明
などを行うことをいいます。

討論
（とうろん）

採決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対か
の意見を表明することをいいます。討論の目的は、単に
賛否の意見を明らかにすることだけでなく、まだ賛否を
決定していない議員及び意見の異なる議員から、自己の
意見に賛同を得る意味があります。

特別会計
（とくべつかいけい）

特定の収入を充てて特定の事業を行う場合、経理を明確
にするために一般会計と区分して経理するために設置
する会計であります。

は

付議事件
（ふぎじけん）

議案など議会で審議される事項のことをいいます。

附帯決議
（ふたいけつぎ）

議案を議決する際、付け加えられる議会の要望のことを
いいます。法律的な効果はなく、政治的に尊重されるべ
きものとされています。

閉会
（へいかい）

会期が終了して、議会の活動能力を失わせることをいい
ます。

本会議
（ほんかいぎ）

定例会や臨時会において、全議員で構成する議会の会議
のことをいい、議案の審議や、区議会としての最終意思
の決定（議決）などを行います。

ら臨時会
（りんじかい）

定例会のほかに、臨時に必要がある場合、必要な特定の
事件に限って随時これを審議するために招集される議
会のことをいいます。

　議会や委員会を傍聴したり、会議録を閲覧していて気になるのが、議会内で専門的に使われる用語ではないでしょうか。�
　ここでは、よく登場する用語について、北区議会での運用状況をもとに解説を掲載しました。
　50音順に掲載していますので、ご参考にしてください。

議会用語解説
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2013年（平成25年）7月23日

7

議
会
の
動
き

4
月

	

5
日�
区
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

�
�

・�
く
ぎ
か
い
だ
よ
り
第
241

号
に
つ
い
て

	

19
日�

交
通
環
境
対
策
特
別
委
員
会

�
�

・�

視
察

�
�

　

�

溝
田
橋
架
替
え
・
石
神

井
川
付
替
え
工
事
箇
所

�
�

・�

委
員
会

�
�

　

�

視
察
の
ま
と
め

	

26
日		

議
会
運
営
委
員
会

�
�

・�

委
員
会
の
構
成
に
つ
い

て
ほ
か

5
月

	

14
日�

	

地
域
開
発
特
別
委
員
会

�
�

・�

視
察

�
�

　

�

墨
田
区
鐘
ヶ
淵
地
区
・

京
島
地
区
木
密
事
業
に

つ
い
て

�
�

・�

委
員
会

�
�

　

�

視
察
の
ま
と
め

	

23
日�

議
会
運
営
委
員
会

�
�

・�

本
会
議
の
運
営
に
つ
い

て
ほ
か

	

24
日�

本
会
議

�
�

・�

正
副
議
長
選
挙
、
常

任
・
議
会
運
営
委
員
会

委
員
の
選
任
、
特
別
委

員
会
委
員
の
一
部
選
任
、

監
査
委
員
選
任
の
同
意

（
２
件
）
ほ
か

	

28
日�
	

議
会
運
営
委
員
会

�
�

・�

東
京
都
北
区
議
会
確
認

事
項
に
つ
い
て
ほ
か

�
�
	

正
副
委
員
長
会

�
�

・�

正
副
委
員
長
会
確
認
事

項
に
つ
い
て
ほ
か

6
月

	

3
日�

	

議
会
運
営
委
員
会

�
�

・�

本
会
議
の
運
営
に
つ
い

て
ほ
か

	

4
日�

区
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

�
�

・�

く
ぎ
か
い
だ
よ
り
第
242

号
に
つ
い
て

	

5
日�

全
員
協
議
会

�
�

・�

議
案
の
説
明
及
び
質
疑

	
12
日�

本
会
議

�
�

・�

代
表
質
問
、
議
案
の
付

託
ほ
か

	

25
日�
区
民
生
活
委
員
会

�
�

・�
事
務
事
業
の
概
要
と
現

況
説
明

�
�

・�

所
管
事
務
調
査

�
�

　

�

東
京
都
北
区
立
元
気
ぷ

ら
ざ
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
ほ
か

�
�

・�

請
願
・
陳
情
審
査

�
�

　

�

年
金
二
・
五
％
削
減
の

実
施
中
止
を
求
め
る
意

見
書
提
出
に
関
す
る
陳

情

�
�

文
教
委
員
会

�
�

・�

事
務
事
業
の
概
要
と
現

況
説
明

�
�

・�

所
管
事
務
調
査

�
�

　

�

東
京
都
北
区
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
条
例
ほ
か

	

26
日�

健
康
福
祉
委
員
会

�
�

・�

事
務
事
業
の
概
要
と
現

況
説
明

�
�

・�

議
案
審
査

�
�

　

�

東
京
都
北
区
立
王
子
本

町
保
育
園
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て
ほ

か

�
�

・�

所
管
事
務
調
査

�
�

　

�

東
京
都
北
区
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
条
例
ほ
か

�
�

建
設
委
員
会

�
�

・�

事
務
事
業
の
概
要
と
現

況
説
明

�
�

・�

所
管
事
務
調
査

�
�

　

�

平
成
25
年
度
東
京
都
北

区
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

�
�

・�

請
願
・
陳
情
審
査

�
�

　

�

荒
川
下
流
河
川
敷
利
用

ル
ー
ル
に
関
す
る
陳
情

	

27
日�

企
画
総
務
委
員
会

�
�

・�

事
務
事
業
の
概
要
と
現

況
説
明

�
�

・�

議
案
審
査

�
�

　

�

東
京
都
北
区
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
条
例
ほ
か

	

28
日�

議
会
運
営
委
員
会

�
�

・�

本
会
議
の
運
営
に
つ
い

て
ほ
か

7
月

	

1
日�

全
員
協
議
会

�
�

・�

追
加
議
案
の
説
明
及
び

質
疑

	
�

本
会
議

�
�

・�
議
案
の
議
決
ほ
か

	
�

企
画
総
務
委
員
会
（
本
会

議
休
憩
中
）

�
�

・�

議
案
審
査

�
�

　

�

土
地
、
建
物
の
処
分
に

つ
い
て

	
�

議
会
運
営
委
員
会
（
本
会

議
休
憩
中
）

�
�

・�

本
会
議
の
運
営
に
つ
い

て

	
�

議
会
運
営
委
員
会
（
本
会

議
終
了
後
）

�
�

・�

第
３
回
定
例
会
に
つ
い

て
ほ
か

	
�

正
副
委
員
長
会

�
�

・�

全
員
協
議
会
・
委
員
会

に
お
け
る
特
別
会
計
の

質
疑
方
法
に
つ
い
て

	

2
日�

交
通
環
境
対
策
特
別
委
員
会

�
�

・�

事
務
事
業
の
概
要
と
現

況
説
明

	
�

防
災
対
策
特
別
委
員
会

�
�

・�

事
務
事
業
の
概
要
と
現

況
説
明

	

3
日�

地
域
開
発
特
別
委
員
会

�
�

・�

事
務
事
業
の
概
要
と
現

況
説
明

区
民
の
要
望
は
請
願
や
陳
情
と
し
て

提
出
で
き
ま
す

【
請
願
・
陳
情
の
提
出
方
法
】

　

請
願
・
陳
情
は
、
議
会
に
対
し

て
文
書
で
施
策
の
実
現
を
要
望
す

る
制
度
で
す
。
請
願
・
陳
情
と
も

に
形
式
は
同
じ
で
す
が
、
請
願
書

に
は
紹
介
議
員
の
署
名
が
必
要
で

す
。

　

請
願
・
陳
情
の
提
出
先
（
あ
て

名
）
は
区
議
会
議
長
と
し
、
区
議

会
事
務
局
へ
提
出
し
ま
す
。
受
付

は
常
時
行
っ
て
い
ま
す
が
、
定
例

会
の
会
期
中
の
委
員
会
で
審
査
す

る
た
め
に
は
、
事
務
の
手
続
き
上
、

会
期
の
初
日
の
４
日
前
（
区
役
所

が
休
み
の
日
を
除
く
）
ま
で
に
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
○
に
関
す
る
請
願
（
陳
情
）
書

要
　
旨

理
　
由

※
紹
介
議
員

　
　
　
（
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
）

請
願
（
陳
情
）
者
（
代
表
者
）

住
　
　
所

氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

電
話
番
号

年
　
月
　
日

東
京
都
北
区
議
会
議
長
　
殿

※
陳
情
の
場
合
は
紹
介
議
員
は

　
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

こんな日程の場合
締切日

祝　日

会期初日

月
火
㊌
木
金
㊏
㊐
月

４日前
３日前

２日前
１日前

【
請
願
・
陳
情
の
審
査
方
法
】

　

請
願
・
陳
情
は
慎
重
に
審
査
し
、

そ
の
内
容
に
議
会
と
し
て
賛
成
で

き
る
も
の
は
「
採
択
」、
賛
成
で

き
な
い
も
の
は
「
不
採
択
」
と
し

ま
す
。
な
お
、
引
き
続
き
審
査
す

べ
き
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、「
継

続
審
査
」
と
し
ま
す
。

　

採
択
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
の
う

ち
区
で
取
り
組
む
べ
き
も
の
は
、

議
長
か
ら
区
長
や
教
育
委
員
会
を

は
じ
め
と
す
る
行
政
委
員
会
な
ど

の
執
行
機
関
へ
送
付
し
ま
す
。
執

行
機
関
は
、
そ
の
後
の
取
り
組
み

状
況
に
つ
い
て
議
会
へ
報
告
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

��

ま
た
、
請
願
・
陳
情
の
提
出
者

に
は
、
そ
の
審
査
結
果
を
通
知
し

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
請
願
・
陳
情
の
提
出
者

の
住
所
や
氏
名
な
ど
は
、
公
表
さ

れ
ま
す
。

請
願
・
陳
情
の
提
出

委
員
会
へ
の
付
託

審
査
・
表
決

議
　
　
決

審
査
結
果
通
知

採択

不採択

（本会議）（委員会）

その後の委員会において
審査を継続継続審査

（本会議）

結
果
の
出
た

請
願
・
陳
情

　

今
定
例
会
で
は
２
件
の
陳
情

が
付
託
さ
れ
、
１
件
の
陳
情
が

議
決
さ
れ
ま
し
た
。

不
採
択
と
な
っ
た
も
の

○
年
金
二
・
五
％
削
減
の
実
施
中

止
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
関

す
る
件　

陳
25
・
２

　
※
理
由
は
願
意
に
沿
い
難
い
た
め

◎
な
お
、
そ
の
他
の
陳
情
は
継

続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。
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くぎかいだより

委
員
会
の
特
徴
的
な
活
動

を
お
知
ら
せ
し
ま
す

委
員
会
ト
ピ
ッ
ク
ス

交
通
環
境
対
策
特
別
委
員
会

４
月
19
日

○
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　

溝
田
橋
架
替
え
及
び
石
神
井
川

付
替
え
工
事
箇
所
に
つ
い
て
、
首

都
高
速
株
式
会
社
東
京
建
設
局
王

子
工
事
事
務
所
長
か
ら
説
明
を
聴

取
し
、
現
地
を
視
察
し
ま
し
た
。

溝田橋架替え・石神井川付替え工事箇
所を視察

地
域
開
発
特
別
委
員
会

５
月
14
日

○
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　

墨
田
区
鐘
ヶ
淵
地
区
・
京
島
地

区
木
密
事
業
に
つ
い
て
、
墨
田
区

都
市
計
画
課
長
及
び
都
市
整
備
課

長
か
ら
説
明
を
聴
取
し
、
現
地
を

視
察
し
ま
し
た
。

説明聴取（隅田小学校）

議
員
勉
強
会
を
行
い
ま
し
た

４
月
26
日

　
「
議
会
基
本
条
例
の
課
題
と
展

望
」
に
つ
い
て
、
公
益
財
団
法
人

日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
研
究
室
特
任

研
究
員
の
三
浦
正
士
（
み
う
ら
ま

さ
し
）
氏
か
ら
講
義
を
受
け
、
理

解
を
深
め
ま
し
た
。

勉強会風景

政
治
倫
理
条
例
と
は

　

議
員
が
区
民
の
厳
粛
な
信
託
を

受
け
た
立
場
に
あ
る
こ
と
を
認
識

し
、
区
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て

政
治
倫
理
の
確
立
と
向
上
に
努
め
、

常
に
良
心
に
従
い
誠
実
か
つ
公
正

に
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
を
促
し
、

も
っ
て
清
浄
で
民
主
的
な
区
政
の

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に

制
定
し
、
平
成
11
年
5
月
1
日
よ

り
施
行
し
ま
し
た
。

　

条
例
で
は
、
政
治
倫
理
基
準
と

し
て
、
①
区
民
全
体
の
代
表
者
と

し
て
、
そ
の
品
位
と
名
誉
を
損
な

う
一
切
の
行
為
を
慎
む
と
と
も
に
、

区
職
員
の
採
用
に
介
入
す
る
な

ど
、
そ
の
職
務
に
関
し
不
当
の
疑

惑
を
も
た
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
を
し
な
い
こ
と
。
②
区
民
全
体

の
奉
仕
者
と
し
て
人
格
と
倫
理
の

向
上
に
努
め
、
そ
の
地
位
を
利
用

し
、
職
務
の
公
正
を
疑
わ
せ
る
よ

う
な
金
品
の
授
受
等
を
し
な
い
こ

と
。
③
区
が
行
う
売
買
、
委
託
及

び
請
負
の
契
約
に
関
し
、
特
定
の

個
人
及
び
企
業
そ
の
他
の
団
体
の

た
め
に
有
利
又
は
不
利
な
取
計
ら

い
を
し
な
い
こ
と
。
④
兼
業
・
兼

職
報
告
書
に
記
載
し
た
企
業
そ
の

他
の
団
体
に
関
し
、
区
民
に
対
し

疑
惑
の
念
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
⑤
政

治
活
動
に
関
し
企
業
そ
の
他
の
団

体
か
ら
、
政
治
的
道
義
的
批
判
を

受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
寄
附
等
を

受
け
な
い
こ
と
。
特
に
、
区
と
現

に
売
買
、
委
託
及
び
請
負
関
係
に

あ
る
企
業
か
ら
の
寄
附
等
は
自
粛

す
る
こ
と
等
を
定
め
て
い
ま
す
。

��

ま
た
、
こ
の
基
準
の
遵
守
に
は

区
民
の
皆
さ
ん
の
協
力
も
不
可
欠

で
す
。
こ
の
条
例
で
は
、
区
民
が

議
員
に
対
し
て
、
こ
の
基
準
に
反

す
る
働
き
か
け
を
行
っ
て
は
な
ら

な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
区
民
と
議
員
に
審
査

請
求
権
を
付
与
す
る
こ
と
や
区
民

参
加
に
よ
る
政
治
倫
理
審
査
会
で

の
審
査
を
定
め
て
い
ま
す
。
政
治

倫
理
条
例
の
全
文
及
び
審
査
会
の

概
要
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開

し
て
い
ま
す
。

開
か
れ
た
区
議
会
を
目
指
し
て

○
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

　

北
区
議
会
で
は
、
本
会
議
の
ほ

か
に
常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委

員
会
・
特
別
委
員
会
、
協
議
等
の

場
（
全
員
協
議
会
等
）
も
公
開
し

て
い
ま
す
。

【
傍
聴
の
方
法
】

◎
議
場

　

・
本
会
議

　

・
全
員
協
議
会

　

区
議
会
事
務
局
（
区
役
所
第
一

庁
舎
４
階
）
で
傍
聴
券
の
交
付
を

受
け
て
か
ら
、
傍
聴
席
（
６
階
）

へ
お
入
り
く
だ
さ
い
。

◎
委
員
会
室

　

・
常
任
委
員
会

　

・
議
会
運
営
委
員
会

　

・
特
別
委
員
会

　

委
員
会
室
前
（
区
役
所
第
一
庁

舎
４
階
）
で
傍
聴
簿
に
氏
名
・
住

所
を
記
入
の
上
、
入
室
し
て
く
だ

さ
い
。

【
定
員
等
】

　

定
員
は
、
本
会
議
場
は
70
人
、

第
一
委
員
会
室
は
20
人
、
第
二
委

員
会
室
は
30
人
で
す
。

　

会
議
当
日
の
先
着
順
と
な
り
ま

す
。

※
カ
メ
ラ
、
録
音
機
の
持
ち
込
み

は
禁
止
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
携

帯
電
話
等
の
機
器
類
に
つ
き
ま
し

て
は
、
電
源
を
お
切
り
い
た
だ
き

ま
す
。

○
区
議
会
の
活
動
に
つ
い
て

知
り
た
い
方
は

　

北
区
議
会
で
は
、
定
例
会
の
日

程
を
お
知
ら
せ
す
る
「
区
議
会
開

催
の
お
知
ら
せ
」
を
区
の
地
域
振

興
室
な
ど
に
掲
示
し
て
い
ま
す
。

　

区
議
会
の
活
動
状
況
を
お
知
ら

せ
す
る
「
く
ぎ
か
い
だ
よ
り
」
及

び
本
会
議
の
内
容
を
お
知
ら
せ
す

る
「
会
議
録
」
や
年
間
の
活
動
状

況
を
ま
と
め
た
「
区
議
会
年
報
」

を
発
行
し
て
い
ま
す
。「
く
ぎ
か

い
だ
よ
り
」
は
、
目
の
不
自
由
な

方
の
た
め
の
点
字
版
と
テ
ー
プ

版
（
声
の
く
ぎ
か
い
だ
よ
り
）
を

発
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
区
議
会

事
務
局
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

会
議
録
や
年
報
は
中
央
、
赤
羽
、

滝
野
川
図
書
館
で
、
議
案
、
委
員

会
の
記
録
や
委
員
会
資
料
等
は
区

議
会
事
務
局
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

区
議
会
の
活
動
は
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

定
例
会
の
一
般
質
問
及
び
臨
時
会

の
録
画
映
像
を
配
信
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
や

議
会
デ
ー
タ
検
索
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
、
会
議
録
や
委
員
会
記
録
、
各

種
会
議
資
料
等
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

北
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp://w

w
w
�city�kita�

tokyo�jp/

）
の
「
北
区
議
会
」

か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
議
会
デ

ー
タ
検
索
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
は
８

面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
議
会
放
映
を
北
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
で
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い

　

第
３
回
定
例
会
本
会
議
の
代
表

質
問
の
様
子
を
11
北
チ
ャ
ン
ネ
ル

で
録
画
放
映
し
ま
す
。��

放
映
予
定
日
時

　

９
月
15
日（
日
）

　
　

午
前
11
時
〜

　
　

４
時
間
程
度

　

９
月
16
日（
月
）〜
19
日（
木
）

　
　

午
後
10
時
15
分
〜

　
　

１
時
間
程
度
（
再
放
送
）

次
回
定
例
会
の

お
知
ら
せ

　

平
成
25
年
第
３
回
定
例
会
は
、

９
月
９
日
か
ら
10
月
４
日
ま
で

の
26
日
間
の
会
期
の
予
定
で
開

か
れ
ま
す
。
い
ず
れ
の
会
議
も

午
前
10
時
開
会
予
定
で
す
。

　

９
月
10
日（
火
）
本
会
議
は

都
合
に
よ
り
開
会
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
傍
聴
を
希
望

さ
れ
る
方
は
区
議
会
事
務
局
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

9月
９
日（
月
）
本
会
議

10
日（
火
）
本
会
議

12
日（
木
）
区
民
生
活
委
員
会

建
設
委
員
会

13
日（
金
）
健
康
福
祉
委
員
会

文
教
委
員
会

17
日（
火
）
企
画
総
務
委
員
会

19
日（
木
）
決
算
特
別
委
員
会
①

20
日（
金
）
決
算
特
別
委
員
会
②

25
日（
水
）
決
算
特
別
委
員
会
③

26
日（
木
）
決
算
特
別
委
員
会
④

27
日（
金
）
決
算
特
別
委
員
会
⑤

30
日（
月
）
決
算
特
別
委
員
会
⑥

10月
１
日（
火
）
決
算
特
別
委
員
会
⑦

３
日（
木
）
議
会
運
営
委
員
会

４
日（
金
）
本
会
議
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北
区
議
会
の
施
設
案
内

　

北
区
議
会
の
議
場
・
委
員
会
室

を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ぜ
ひ
傍
聴
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
議
場

　

本
会
議
や
全
員
協
議
会
を
行
い

ま
す
。

　

傍
聴
席
か
ら
見
た
風
景
で
す
。

正
面
の
演
壇
で
一
般
質
問
等
を
行

い
ま
す
。
そ
の
上
に
は
、
中
央
に

議
長
席
、
左
に
副
議
長
席
、
右
に

事
務
局
長
席
が
あ
り
、
演
壇
の
左

右
の
席
に
は
、
区
長
を
は
じ
め
、

区
の
職
員
が
着
席
し
ま
す
。

　

議
長
席
か
ら
見
た
風
景
で
す
。

議
員
の
議
席
が
あ
り
、
傍
聴
者
の

皆
様
に
は
、
そ
の
上
に
あ
る
傍
聴

席
か
ら
、
会
議
の
様
子
を
ご
覧
い

た
だ
き
ま
す
。
傍
聴
席
の
定
員
は

70
人
で
す
。

○
委
員
会
室

　

常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委
員

会
・
特
別
委
員
会
等
を
行
い
ま
す
。

　

委
員
長
席
側
か
ら
見
た
第
一
委

員
会
室
の
風
景
で
す
。
一
番
後
方

が
傍
聴
席
で
、
定
員
は
20
人
で
す
。

区議会だより編集委員会
〒114-8508
北区王子本町1-15-22
☎ ： （３９０８）９９４８
FAX ：（３９０８）０６００

区議会の活動は北区のホームページ
http://www.city.kita.tokyo.jp/
「北区議会」からご覧になれますので
ご利用ください。

　

傍
聴
席
側
か
ら
見
た
第
二
委
員

会
室
の
風
景
で
す
。
コ
の
字
型
の

テ
ー
ブ
ル
と
傍
聴
席
前
の
テ
ー
ブ

ル
に
議
員
・
区
の
職
員
が
着
席
し

ま
す
。
傍
聴
席
の
定
員
は
30
人
で

す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た

　

区
民
の
皆
様
に
、
よ
り
わ
か
り

や
す
く
情
報
を
お
届
け
す
る
た
め
、

こ
の
た
び
北
区
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

　

お
知
り
に
な
り
た
い
情
報
ま
で

す
ぐ
に
た
ど
り
つ
け
る
よ
う
に
、

各
項
目
を
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
ま
と

め
ま
し
た
。

�

北
区
議
会
で
は
引
き
続
き
、
開

か
れ
た
区
議
会
を
目
指
し
て
、
広

報
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

インターネットで会議資料の閲覧ができます
　北区議会では、平成23年９月から ｢議会データ検索システム｣ を稼働しており、
平成25年７月にリニューアルいたしました。
　このシステムでは、本会議や各委員会の会議資料などを掲載しています。
　なお、委員会資料については、会議開会日前（３日程度前）に閲覧が可能です。
　ぜひ、ご利用ください。
◎閲覧可能文書
　①議会のスケジュール
　②委員会結果
　③請願・陳情文書表
　④例規
　⑤意見書・決議
　⑥会議資料（本会議・委員会等）
　⑦区議会年報
　　　　　　　　　　　　　　ほか
◎議会データ検索システムのアドレスとＱＲコード
　https://www�powerfinder-asp�net/kitakugikai/

◎操作方法
　�北区のホームページ（http://www�city�kita�tokyo�jp/）の「北区議会」のペー
ジに操作方法等を掲載しています。
◎	本会議や委員会の議事録の閲覧については、｢会議録検索システム｣ をご利用
ください。

ご不明な点は、区議会事務局までお問い合わせください。
電話番号（区議会事務局）
０３－３９０８－９９４８

➡

ご覧になりたい項目を
クリックします

『文書一覧』を
クリックします


